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棚
資
料
紹
介
／
各
地
の
水
平
運
動
の
実
像
（
１
）

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
福
水
平
社
の
所
在
地
で
あ
る
大
福
吉
備
部
落
は
奈
良
盆
地
の
南

部
に
位
置
し
、
近
世
社
会
で
は
領
主
支
配
の
結
果
、
四
つ
の
部
落
に

分
か
れ
て
い
た
。
近
代
に
な
っ
て
一
村
と
し
て
独
立
し
ひ
と
つ
の
部

落
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
行
政
区
画
に
よ
っ
て
磯
城
郡
大
福
村
の
大

福
部
落
と
香
久
山
村
の
吉
備
部
落
の
ふ
た
つ
の
部
落
に
分
割
さ
れ

た
。
し
か
し
、
生
活
や
人
間
関
係
な
ど
で
は
ひ
と
つ
の
生
活
共
同
体

を
形
成
し
て
い
た
（
現
在
は
、
桜
井
市
に
大
福
吉
備
部
落
と
し
て
存

在
し
て
い
る
）
。
一
九
二
○
年
に
お
け
る
大
福
吉
備
部
落
の
戸
数
・

人
口
は
、
一
一
一
四
戸
・
一
○
一
一
一
六
人
で
、
奈
良
県
下
で
は
比
較
的
大

お
も
て

き
い
部
落
で
、
農
村
部
に
あ
り
な
が
ら
下
駄
や
草
履
の
表
の
製
造
・

販
売
な
ど
が
主
体
と
な
り
、
こ
れ
が
基
礎
と
な
っ
て
比
較
的
開
明
的

な
雰
囲
気
の
入
り
易
い
部
落
で
あ
っ
た
と
い
う
。

水
平
社
は
中
和
水
平
社
の
名
称
で
全
国
水
平
社
創
立
直
後
の
四
月

上
旬
ま
で
に
創
立
さ
れ
、
五
月
一
○
曰
の
奈
良
県
水
平
社
創
立
に
も

西
光
万
吉
や
阪
本
清
一
郎
な
ど
を
擁
す
る
柏
原
水
平
社
と
と
も
に
各

部
落
へ
オ
ル
グ
を
お
こ
な
う
な
ど
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。
中
和
水

平
社
は
、
七
月
に
は
県
下
で
初
め
て
の
少
年
水
平
社
を
結
成
し
、
九

月
に
は
一
水
平
社
と
し
て
全
国
で
初
め
て
活
版
の
機
関
紙
『
中
和
水

平
月
報
』
を
発
刊
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
和
水
平
社
は
奈
良

の
み
な
ら
ず
全
国
の
草
創
期
の
水
平
運
動
に
お
い
て
中
心
的
・
先
進

的
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
創
立
約
一
年
後
の
一
九
一
一
三
年
一
一
一

こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
『
大
福
水
平
社
日
誌
』
（
以
下
、
『
曰
誌
』

と
略
）
で
あ
る
。
『
日
誌
』
は
、
大
福
水
平
社
の
活
動
家
・
故
山
本

平
信
氏
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
現
在
は
桜
井
市
立
大
福
吉
備

資
料
館
に
保
管
・
展
示
さ
れ
て
い
ろ
。
一
時
期
の
記
述
で
あ
る
と
は

言
え
、
｜
水
平
社
の
『
日
誌
』
の
全
文
が
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
こ
の

資
料
紹
介
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。

『
曰
誌
』
は
当
時
市
販
さ
れ
て
い
た
も
の
を
使
用
し
、
大
き
さ
は

縦
一
一
三
・
○
ｍ
、
横
一
五
・
五
ｍ
、
表
紙
に
は
墨
で
「
大
正
拾
四
年

日
誌
大
福
水
平
社
」
と
書
か
れ
、
本
文
は
所
定
の
罫
線
が
印
刷

さ
れ
た
う
え
に
ペ
ン
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
記
述
の
期
間
は
、
表
紙

に
あ
る
大
正
一
四
年
す
な
わ
ち
一
九
二
五
年
だ
け
で
な
く
、
こ
の
年

解
題 大
福
水
平
社
日
誌

の
一
月
一
日
か
ら
一
九
二
九
年
五
月
一
五
曰
ま
で
で
あ
る
。
ま
た
、

担
当
者
が
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
’
九
二
六
年
七
月
一
四

日
、
翌
年
の
一
一
一
月
三
○
日
、
そ
の
翌
年
の
八
月
一
一
九
日
か
ら
の
一
一
一
回

に
わ
た
っ
て
文
字
が
変
わ
り
、
四
人
の
書
き
手
が
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
記
述
は
毎
日
で
は
な
く
、
会
議
や
差
別
糾
弾
闘
争
な
ど
が
あ
っ

た
曰
の
み
記
述
さ
れ
て
い
る
。

『
曰
誌
』
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
簡
単
に
大
福
吉
備
部

落
と
大
福
水
平
社
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
大
福
吉
備
部
落

は
、
こ
の
部
落
の
自
主
的
改
善
団
体
で
あ
る
三
協
社
の
機
関
誌
『
警

鐘
』
を
分
析
し
て
、
「
部
落
改
善
よ
り
部
落
解
放
へ
」
の
展
開
、
す

な
わ
ち
三
協
社
が
中
和
水
平
社
（
大
福
水
平
社
の
前
身
）
へ
発
展
し

て
い
く
過
程
を
探
り
、
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
浸
透
力
が
日
本
社

会
の
底
辺
に
到
達
し
た
こ
と
を
確
認
」
し
た
、
松
尾
尊
充
氏
の
『
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
よ
っ
て
一
躍

月
頃
に
大
福
水
平
社
に
改
名
し
て
い
ろ
。

さ
て
、
『
日
誌
』
に
つ
い
て
は
、
｜
水
平
社
の
運
動
と
組
織
の
状

況
が
う
か
が
わ
れ
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
さ
し
あ
た
り
何
点
か
気
づ
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
点
は
、
草
創
期
の
奈
良
県
に
お
け
る
水
平
運
動
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
大
福
水
平
社
が
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
七
月
一
一
一
曰
よ
り
大
福
吉
備
部
落
に
臨
時
県

本
部
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
県
本
部
の
事
務
等
の
責
任
者
で
あ

る
主
事
に
山
本
平
信
が
な
っ
て
い
る
。
理
由
は
、
県
本
部
が
置
か
れ

て
い
た
飛
騨
水
平
社
の
県
本
部
主
事
宗
川
勘
四
郎
が
水
国
争
闘
事
件

に
よ
り
六
月
二
九
曰
よ
り
六
か
月
間
下
獄
し
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、

六
か
月
を
過
ぎ
て
も
引
き
続
き
県
本
部
は
大
福
部
落
に
置
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
六
月
一
曰
現
在
、
大
福
水
平
社
が
約
三
○
○
人
を
擁

す
る
県
下
最
大
の
水
平
社
で
あ
り
（
奈
良
県
高
等
警
察
課
調
）
、
三

協
社
以
来
の
山
本
平
信
の
活
動
家
と
し
て
の
実
務
能
力
が
買
わ
れ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
山
本
平
信
は
一
八
九
七
年
一
二
月
生
ま

れ
、
’
九
二
五
年
現
在
で
満
二
九
歳
で
あ
り
、
大
福
水
平
社
の
中
心

お
も
て

メ
ン
バ
ー
と
同
じ
よ
う
に
表
の
製
造
に
携
わ
っ
て
い
た
。

第
二
点
は
、
地
域
に
お
け
る
一
水
平
社
の
日
常
的
な
組
織
活
動
の

実
態
に
関
し
て
で
あ
る
。
全
国
お
よ
び
県
水
平
社
本
部
と
の
通
信
、

県
水
平
社
の
会
議
へ
の
出
席
、
各
地
の
水
平
社
大
会
へ
の
祝
電
、
そ

れ
に
部
落
内
で
の
水
平
社
の
会
議
、
ポ
ス
タ
ー
貼
り
な
ど
が
記
述
さ

朝
治

武
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れ
て
い
る
ｏ
と
く
に
、
定
期
的
な
会
議
の
開
催
、
維
持
員
の
確
保
と

維
持
費
の
集
金
な
ど
基
本
的
な
組
織
活
動
に
力
が
注
が
れ
て
い
て
、

第
二
期
水
平
運
動
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
「
無
組
織
の
組
織
」

の
克
服
が
計
ら
れ
て
い
る
の
が
曰
に
つ
く
。
た
だ
、
一
九
二
八
年
か

ら
記
述
は
極
端
に
少
な
く
な
る
。
一
九
二
九
年
五
月
一
五
曰
の
記
述

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
福
水
平
社
内
部
の
対
立
に
よ
る
運
動
の
沈

滞
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
三
点
は
、
水
平
運
動
に
お
け
る
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
の
転
換

期
に
お
け
る
地
域
社
会
で
の
水
平
運
動
の
闘
争
課
題
に
関
し
て
で
あ

る
。
こ
の
転
換
と
は
、
差
別
糾
弾
闘
争
か
ら
無
産
階
級
闘
争
へ
の
進

出
や
教
育
と
訓
練
、
組
織
の
確
立
な
ど
と
さ
れ
て
き
た
。
先
に
見
た

よ
う
に
、
維
持
員
制
度
の
整
備
な
ど
組
織
の
確
立
と
い
う
点
で
は
実

践
さ
れ
て
い
る
が
、
無
産
階
級
闘
争
へ
の
進
出
に
つ
い
て
は
、
七
月

に
全
国
水
平
社
青
年
同
盟
奈
良
県
連
合
会
大
福
支
部
が
結
成
さ
れ
た

程
度
で
（
前
年
の
二
月
六
日
に
大
福
部
落
で
全
国
水
平
社
青
年
同
盟

奈
良
県
連
合
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
）
、
む
し
ろ
差
別
糾
弾
闘
争
が

相
変
わ
ら
ず
闘
争
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
第
二
番
目
の
筆

者
は
、
差
別
糾
弾
闘
争
の
記
述
し
か
お
こ
な
っ
て
い
な
い
の
で
検
討

を
要
す
る
。

第
四
点
は
、
こ
の
差
別
糾
弾
闘
争
の
具
体
的
展
開
に
関
し
て
で
あ

る
。
『
曰
誌
』
の
中
で
は
差
別
糾
弾
闘
争
の
記
述
が
最
も
多
く
、
件

数
も
六
件
を
数
え
る
。
差
別
糾
弾
闘
争
に
つ
い
て
も
、
第
二
期
の
そ

れ
、
そ
の
意
味
で
『
曰
誌
』
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
で
き
得
る
限
り
原
文
を
忠
実
に
再
現

す
る
よ
う
に
努
め
た
。
そ
の
た
め
、
濁
点
の
付
け
方
が
不
統
一
で
あ

り
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
で
旧
字
体
の
漢
字
を
含
ん
だ
文

章
は
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。
略
字
な
ど
の
訂
正
を
要
す
る
も
の
な
ど

に
つ
い
て
は
、
右
に
括
弧
で
正
式
な
文
字
を
書
き
添
え
た
。
ま
た
、

読
み
や
す
く
す
る
た
め
句
読
点
に
つ
い
て
は
適
宜
付
し
た
。
な
お
、

人
名
に
つ
い
て
は
一
部
姓
の
頭
の
字
を
□
と
し
た
。

最
後
に
、
貴
重
な
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ

た
桜
井
市
立
大
福
解
放
会
館
な
ら
び
に
桜
井
市
立
大
福
吉
備
資
料

館
、
そ
し
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
楠
木
克
弘
・
臼
井
寿
光
両
氏
に
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

ｉ
ｌ
ｉ
…
ｉ
ｉ
●
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
蘆
ｉ
ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ
Ｉ
’
’
１
１
１
１
１
１
１
信
讓
「
朧
朧
●
壜
薑
儘
巖
噸
’
‐
轤
癩
●
．
’
』
學
轌
朧
辨
霞
驍
饒
輌
鋤
し
鑛
壜

の
特
徴
は
個
人
に
対
す
る
も
の
か
ら
社
会
組
織
に
対
す
る
も
の
へ
の

発
展
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
『
曰
誌
』
を
見
る
限
り
、
個
人
の
差
別

的
言
辞
に
対
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
注
目
を
引
く
の
は
差
別
糾

弾
闘
争
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
の
一
九
一
一
三

年
、
大
福
水
平
社
は
差
別
事
件
が
起
こ
っ
た
場
合
、
執
行
委
員
に
告

げ
、
差
別
糾
弾
に
あ
た
っ
て
は
調
査
委
員
が
代
表
し
て
実
際
の
闘

争
を
進
め
、
そ
の
結
果
を
代
議
員
会
に
報
告
し
て
討
議
し
、
行
動
を

決
定
し
て
い
た
が
（
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
」
七
三
四
’
五
頁
）
、
多

く
の
糾
弾
闘
争
も
こ
の
方
法
が
採
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
解
決
の
多
く
が
謝
罪
文
の
提
出
、
ま
た
は
口
頭
謝
罪
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
一
九
二
六
年
七
月
一

四
曰
や
一
一
一
月
一
一
八
曰
、
翌
年
の
一
○
月
一
三
曰
の
差
別
事
件
の
よ

う
に
、
差
別
的
言
辞
の
有
無
の
調
査
を
水
平
社
が
警
察
に
依
頼
し
た

り
、
交
渉
に
警
察
が
深
く
関
わ
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
果

た
し
て
、
水
平
社
が
警
察
を
利
用
し
て
い
た
の
か
、
逆
に
警
察
が
水

平
社
の
善
導
の
た
め
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
両
方
か
、

評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
の
事
例
も
掘
り
起
こ
し
て

慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
気
づ
い
た
こ
と
を
四
点
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
が
、
奈

良
県
に
お
け
る
水
平
運
動
史
を
豊
富
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
こ
れ
ま
で
の
水
平
運
動
史
研
究
の
見
直
し

を
要
す
る
重
要
な
論
点
を
い
く
つ
か
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
恩
わ

二
、
縣
水
平
社
大
會
ノ
件

三
、
新
聞
紙
二
関
ス
ル
件

四
、
巡
回
講
演
會
二
関
ス
ル
件

五
、
新
入
営
兵
二
関
ス
ル
件

六
、
會
計
報
告

七
、
奈
良
縣
水
平
社
維
持
二
関
ス
ル
件

八
、
今
後
ノ
運
動
方
法
二
関
ス
ル
件

一
月
十
四
日
午
后
七
時
ヨ
リ
光
専
寺
二
於
テ
水
平
社
ノ
集
會

ヲ
開
ク

一
月

一
曰

大
正
拾
四
年曰

鴨
公
村
飛
騨
、
奈
良
縣
本
部
で
開
催
ノ
縣
下
地

方
委
員
会
議
へ
伊
藤
繁
太
郎
、
山
本
平
信
二
氏

出
席
、
当
日
ノ
協
議
事
項
左
ノ
如
シ

一
、
全
國
水
平
社
府
縣
委
員
長
會
議
ノ
報
告
及

員
会
議
へ
伊
藤
繁
太
郎
、
山
本
平
信
二
氏

、
当
日
ノ
協
議
事
項
左
ノ
如
シ

全
國
水
平
社
府
縣
委
員
長
會
議
ノ
報
告
及

ピ
之
ガ
対
策

誌

大
福
水
平
社
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一
一
一
月
三
曰

二
月
十
日

二
月
四
曰

二
月
二
十
五
日

一一一

一一一

月月月

十
二
曰

十
三
曰

十
九
日

一
五
、
全
国
水
平
社
組
織
具
体
案
作
製
ノ
件

（
可
決
）

一
六
、
水
平
社
維
持
二
関
ス
ル
件
（
金
）

一
七
、
被
告
ノ
家
族
慰
問
ノ
件
（
金
）

一
八
、
水
平
社
運
動
犠
牲
者
二
関
ス
ル
件（
保
留
）

一
九
、
水
平
社
内
一
一
農
民
組
合
、
労
働
組
合
設

立
一
一
促
進
ノ
件

（
可
決
）

二
○
、
奈
良
聯
隊
第
二
回
慰
問
ノ
件
（
可
決
）

一
二
、
運
動
不
正
者
処
分
ノ
件
（
可
決
）

其
ノ
外
緊
急
動
議
ト
シ
テ

１
、
芳
沢
公
使
、
カ
ラ
ハ
ン
代
表
二
祝
電
ヲ
第

四
回
大
會
ノ
名
ノ
許
一
一
発
送
ス
ル
件（
可
決
）

２
、
世
良
田
村
事
件
ノ
眞
相
発
表

３
、
本
願
寺
ノ
婦
人
文
化
講
演
会
ヲ
拒
絶
ス
ル

ノ
件

（
可
決
）

４
、
宣
言
ノ
改
正
ノ
件

（
金
）

（
第
四
国
大
会
ノ
モ
ノ
）

尚
、
大
正
十
四
年
度
縣
本
部
執
行
委
員
改
選
結

果
左
ノ
如
シ

委
員
長
松
本
長
八
氏

協
議
事
項

一
、
縣
水
平
社
地
方
委
員
會
議
ノ
報
告

一
、
ス
パ
イ
事
件
ト
徳
川
公
暗
殺
事
件
二
関
ス

ル
眞
相
発
表

一
、
全
国
及
ピ
縣
水
平
社
大
會
開
催
一
一
関
ス
ル

件

一
、
縣
水
平
社
並
一
一
当
水
平
社
維
持
一
一
関
ス
ル

件

一
、
当
水
平
社
ノ
組
織
及
ビ
今
後
ノ
運
動
方
法

一
一
関
ス
ル
件

一
、
會
計
報
告

以
上

縣
本
部
ヨ
リ
群
馬
縣
世
良
田
水
平
社
事
件
ノ
義

損
金
募
集
一
一
関
シ
テ
受
信
ア
リ

縣
本
部
ヨ
リ
第
四
回
縣
大
會
二
関
ス
ル
通
信
ヲ

受
信
ス

群
馬
縣
水
平
社
臨
時
大
會
ノ
通
信
ア
リ

群
馬
縣
水
平
社
臨
時
大
會
一
一
對
シ
祝
電
発
送
ス

縣
水
平
社
第
四
回
大
會
準
備
委
員
會
開
催
ノ
通

知
ア
リ

第
四
回
大
會
準
備
委
員
會
列
席
ノ
為
〆
山
本
平

信
氏
本
部
へ
出
張
ス

高
田
町
曙
座
テ
開
催
ノ
第
四
回
縣
大
會
二
出
席

主
事
宗
川
勘
四
郎
氏

委
員
本
田
伊
八
氏

〃
木
村
京
太
郎
氏

（
哉
）

〃
中
村
甚
弥
氏

〃
右
田
平
一
郎
氏

〃
巽
氏

各
地
水
平
社
ヨ
リ
評
議
員
ヲ
選
出
ス

大
福
水
平
社
ヨ
リ
ハ
伊
藤
繁
太
郎
氏
ヲ
選
定

ス

三
月
四
日
大
阪
府
東
成
郡
城
北
村
荒
生
ヨ
リ
城
北
水
平
社

革
新
本
部
創
立
大
会
ノ
通
知
ア
リ

三
月
一
一
五
日
第
三
回
岡
山
市
水
平
社
大
會
ノ
受
信

三
月
一
一
十
七
日
午
前
九
時
ヨ
リ

岡
山
縣
後
楽
園
鶴
鳴
館
ニ
テ

三
月
一
一
七
日
第
三
回
岡
山
縣
水
平
社
大
會
二
對
シ
祝
電
発
信

三
月
一
一
七
曰
群
馬
縣
世
良
田
水
平
社
義
損
金
ヲ
縣
本
部
へ
納

附
ス

（
銭
）

佃
憲
一
郎
氏
持
参
ス
（
三
十
四
円
六
十
五
菱
）

四
月
五
曰
縣
本
部
ヨ
リ
左
ノ
通
信
ア
リ
タ
リ

四
月
三
曰
本
部
二
於
イ
テ
執
行
委
員
會
議
を
開

キ
、
大
会
ノ
決
議
二
基
キ
左
ノ
事
項
を
実
行
ス

ル
コ
ト

出
席
者
壱
百
数
十
名

当
曰
、
当
水
平
社
代
議
員
（
四
名
）

山
本
平
信
、
伊
藤
繁
太
郎

佃
憲
一
郎
、
山
本
幸
雄

議
案
左
ノ
如
シ

ー
、
奈
良
縣
水
平
社
規
約
改
定
ノ
件
（
可
決
）

二
、
水
平
社
未
設
置
部
落
宣
傳
ノ
件
（
可
決
）

三
、
青
年
闘
士
統
制
ノ
件

（
全
）

四
、
官
製
青
年
團
解
散
實
行
ノ
件
（
全
）

五
、
夏
季
講
習
會
開
催
ノ
件

（
金
）

六
、
水
平
夜
学
校
設
立
ノ
件

（
金
）

七
、
部
落
二
於
ケ
ル
特
殊
学
校
廃
止
ノ
件

（
委
員
付
託
）

八
、
政
治
教
育
普
及
ノ
件

（
可
決
）

九
、
黒
衣
同
盟
宣
傳
實
行
ノ
件
（
可
決
）

一
○
、
賠
償
金
ト
シ
テ
改
善
費
ヲ
行
使
ス
ル
ノ

件
（
金
）

一
一
、
消
費
組
合
設
立
ノ
件

（
撤
回
）

一
二
、
治
安
維
持
法
反
對
ノ
件
（
可
決
）

（
機
）

一
三
、
杵
関
紙
題
号
変
更
ノ
件
（
撤
回
）

一
四
、
全
国
水
平
社
ノ
統
一
ヲ
圖
ル
ノ
件（
保
留
）
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打
合
せ
の
為
め
、
大
会
代
議
員
会
議
を
開

催
の
筈

四
月
十
曰
縣
本
部
主
催
第
二
回
五
十
三
聯
隊
在
営
兵
慰
問

の
為
め
、
代
表
者
と
し
て
山
本
平
信
氏
出
張
す

四
月
十
五
日
群
馬
縣
世
良
田
水
平
社
事
件
義
損
金
送
附
の
感

謝
状
受
信

四
月
二
十
日
第
四
回
全
國
水
平
社
大
會

曰
時
五
月
七
、
八
両
曰
（
薑
間
）
午
前

八
時
ヨ
リ

場
所
大
阪
中
之
島
中
央
公
會
堂

全
国
水
平
社
事
務
所
ヨ
リ
通
知
ア
リ
タ
リ

四
月
二
五
日
第
四
回
全
国
大
會
の
発
表
を
す

五
月
三
曰
全
国
水
平
社
本
部
ヨ
リ
第
四
回
の
ポ
ス
タ
ー
の

送
付
あ
り
た
り
、
尚
大
會
二
對
ス
ル
通
知
書
来

信
ア
リ
タ
リ

五
月
十
六
日
西
光
萬
吉
、
宗
川
勘
四
郎
両
氏
、
水
平
新
聞
奈

良
附
録
編
輯
に
関
ス
ル
事
ニ
テ
来
村

五
月
十
八
曰
縣
評
議
員
會
開
催
ノ
通
知
来
ル

時
日
五
月
二
十
曰
午
前
九
時

五
月
二
十
曰
縣
評
議
員
會
二
欠
席
ス
（
流
會
セ
シ
由
）

木
村
京
太
郎
、
宗
川
勘
四
郎
両
氏
、
水
平
新
聞

編
輯
打
合
セ
ノ
為
〆
来
村

一
、
本
願
寺
婦
人
文
化
会
二
対
シ
拒
絶
文
ヲ
草

案
ス
ル
（
西
光
氏
一
任
）

二
、
特
殊
学
校
ノ
事
情
調
査

三
、
洞
移
韓
問
題
ノ
後
始
末
（
調
査
委
員
宗

（
哉
）

川
勘
四
郎
、
中
村
甚
弥
）
（
機
）

四
、
他
ノ
無
産
團
体
卜
協
議
杵
関
ヲ
設
置
ス
ル

件
（
西
光
氏
一
任
）

五
、
在
営
軍
人
慰
問
ノ
件

六
、
来
ル
四
月
一
一
十
三
曰
、
大
阪
中
央
公
會
堂

デ
開
カ
レ
ル
全
國
水
平
社
第
四
回
大
會
ニ

テ
提
出
ス
ベ
キ
議
案

山
宣
言
改
正
ノ
件
綱
領
修
正
ノ
件

②
政
治
教
育
普
及
ノ
件

③
賠
償
金
一
一
関
ス
ル
件

凶
悪
法
案
撤
廃
ノ
件

（
機
）

⑤
各
無
産
團
体
卜
協
議
杵
関
設
置
ノ
件

尚
又
、
第
二
回
軍
隊
慰
問
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
、

来
ル
四
月
十
日
午
前
十
時
迄
一
一
奈
良
公
園
五
重

の
塔
下
に
集
合
ノ
コ
ト
、
慰
問
人
員
ハ
各
水
平

社
二
名
以
上
ノ
コ
ト

四
月
七
曰
在
営
兵
調
査
二
付
キ
本
部
へ
報
告
書
ヲ
発
送
ス

大
福
水
平
社
ノ
在
営
兵
ハ
、
野
砲
兵
第
二
十

。
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五
月
二
八
曰
全
國
水
平
社
規
約
制
定
一
一
付
規
約
一
部
ノ
送
附

ア
リ
タ
リ

全
国
の
本
部
は
、
大
阪
市
北
区
舟
場
町
三
一
一
一

一
一
決
定
ス

（
マ
マ
）

五
月
一
日
先
般
来
、
同
人
川
口
周
弥
、
浪
花
染
太
郎
両
氏
、

大
福
村
役
場
へ
農
事
二
関
ス
ル
用
件
ニ
テ
出
張

セ
シ
際
、
収
入
役
川
谷
氏
が
「
細
民
部
落
」
云

々
と
記
し
た
る
書
類
を
（
眼
疾
治
療
所
一
一
関
ス

ル
モ
ノ
）
整
理
中
之
ヲ
目
撃
セ
シ
ガ
、
之
ノ
事

實
ヲ
帰
村
後
委
員
一
一
告
ゲ
タ
ル
ガ
、
委
員
二
於

テ
モ
該
書
類
ノ
発
送
元
ダ
ル
郡
役
所
一
一
對
シ
交

渉
ヲ
ナ
ス
ベ
ク
準
備
中
、
該
書
類
ガ
郡
役
所
ヨ

リ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
デ
ナ
ク
、
村
役
場
ヨ
リ
郡
経

由
ニ
テ
縣
一
一
對
シ
眼
疾
治
療
所
補
助
申
請
ヲ
ナ

ス
書
類
デ
ァ
ル
コ
ト
判
明
セ
シ
為
〆
、
村
当
局

は
狼
狽
ナ
シ
原
田
村
長
ハ
事
ノ
眞
相
ノ
判
明
ス

ル
ャ
、
早
速
昇
磨
ナ
シ
書
類
ノ
『
細
民
部
落
』

の
四
字
の
訂
正
ヲ
ナ
シ
、
歸
村
後
午
后
九
時
委

員
山
本
平
信
氏
宅
二
来
リ
、
幸
上
委
員
伊
藤
繁

太
郎
氏
モ
来
合
セ
シ
為
〆
一
一
、
両
氏
一
一
對
シ
村

当
局
ト
シ
テ
ノ
失
態
ヲ
縫
々
謝
罪
セ
リ

六
月
三
○
日
奈
良
縣
水
平
社
主
事
宗
川
勘
四
郎
氏
、
下
永
事

二
聯
隊
第
二
中
隊
四
班
清
川
光
造

四
月
九
曰
奈
良
縣
水
平
社
並
二
当
水
平
社
維
持
會
員
募
集

の
為
め
左
記
の
掲
示
を
な
す

第
四
回
大
會
の
決
議
に
基
い
て
奈
良
縣
水
平

社
並
二
大
福
水
平
社
の
維
持
會
員
を
募
集
い

た
し
ま
す
、
維
持
會
員
募
集
の
結
果
は
水
平

社
の
消
長
に
重
大
な
る
関
係
が
あ
り
ま
す
、

貴
き
聖
戦
の
為
め
奮
っ
て
應
募
下
さ
れ
ん
こ

と
を
御
願
ひ
い
た
し
ま
す
。

．
（
銭
）

維
持
會
費
は
毎
月
十
菱
以
上
の
こ
と

維
持
會
員
に
は
水
平
新
聞
を
無
代
贈
呈
い

た
し
ま
す

申
込
期
日
四
月
二
十
曰
迄

申
込
ハ
床
屋
及
ピ
執
行
委
員
の
許
へ

四
月
八
曰
第
四
回
全
國
大
會
延
期
ニ
テ
関
シ
問
合
せ
の
為

め
発
信

四
月
十
曰
第
四
回
全
国
大
會
延
期
の
通
知
の
受
信

（
島
）

場
所
大
阪
市
北
区
中
ノ
鴫
公
会
堂

時
曰
五
月
五
日
午
前
八
時
ヨ
リ

代
議
員
ハ
ー
水
平
社
二
對
シ
テ
弐
名

大
会
費
用
ハ
ー
水
平
社
に
金
壱
円

尚
、
四
月
十
五
曰
縣
本
部
に
於
い
て
大
会
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（
務
）

九
月
二
十
六
日
木
部
亭
ム
所
二
於
テ
委
員
會
開
催

決
議
事
項

一
、
毎
月
十
日
、
一
一
十
日
、
一
一
一
十
日
の
三
曰
間

を
定
期
集
会
曰
と
定
む

て
維
持
費
は
毎
月
新
聞
到
着
後
集
金
を
開
始

す
る
こ
と

－
、
謄
嶌
判
係
リ
ハ
福
田
、
山
本
幸
の
二
氏
責

Ⅱ
任
者
と
定
む

一
、
森
川
民
蔵
氏
の
寄
付
金
一
円
也
は
九
州
松

本
源
太
郎
氏
の
石
碑
建
立
に
寄
附
す
る
こ

、
と

］
、
大
福
水
平
社
第
一
回
報
上
口
書
作
製
ノ
件

二
、
調
査
一
一
関
ス
ル
件

一
、
明
曰
開
催
さ
る
凶
縣
評
議
員
会
一
一
関
ス
ル

件
（
蟻
）

九
月
一
一
十
七
日
当
寺
に
於
テ
開
催
式
｝
れ
し
縣
水
平
社
評
ギ
員
會

に
山
本
平
信
、
福
田
庄
太
郎
、
水
野
清
七
の
三

氏
出
席
す

大
正
十
五
年

七
月
十
四
曰
弐
ヶ
目
以
前
に
桜
井
町
夜
具
商
□
井
卯
市
郎
が

城
島
村
戒
重
料
理
業
□
土
某
方
に
て
、
Ｃ
誰
ツ

タ
の
人
間
を
客
に
す
る
と
人
気
に
関
は
る
と
云

件
ノ
為
め
控
訴
公
判
に
於
い
て
懲
役
六
ヶ
月
判

決
あ
り
、
そ
の
為
め
本
日
（
二
十
九
曰
）
奈
良

刑
務
所
へ
下
獄
せ
る
通
信
あ
り
た
り

七
月
三
曰
木
村
京
太
郎
氏
、
本
田
伊
八
氏
来
村

飛
騨
本
部
に
て
開
催
せ
し
臨
時
執
行
委
員
會

の
決
議
を
も
た
ら
す

縣
臨
時
本
部
を
大
福
村
一
一
設
置
ノ
コ
ト

（
蘭
）

縣
主
事
に
山
本
平
信
氏
を
推
選
ス
ル
コ
ト

右
、
各
大
福
水
平
社
委
員
會
議
の
結
果
承
諾
す

尚
又
、
全
国
水
平
社
青
年
同
盟
奈
良
縣
聯
合
會

大
福
支
部
を
設
置
ス
ル
コ
ト
に
決
す
、
支
部
員

福
田
庄
太
郎
、
伊
藤
繁
太
郎
、
佃
憲
一
郎
、
吉

田
庄
次
、
山
本
平
信
の
五
氏
入
會
す

七
月
十
三
日
青
年
同
盟
其
ノ
他
の
用
事
に
て
、
本
田
伊
八
氏

来
村

七
月
十
五
日
愛
知
縣
知
多
郡
新
舞
子
水
平
社
同
人
野
畑
豊
次

郎
氏
ハ
、
差
別
事
件
の
被
告
と
し
て
名
古
屋
刑

務
所
へ
収
監
さ
る

慰
問
状
発
送
は
名
古
屋
市
東
区
千
種
馬
走

二
八
名
古
屋
刑
務
所
内
野
畑
豊
次
郎
氏

宛
ノ
コ
ト

七
月
十
五
日
水
平
新
聞
発
行
所
は
、
大
福
水
平
社
に
全
国
水

トーｒ々ＩＦ肺）・仏■｜＋』『一一Ⅱ０町。．。？。。Ｆ’勺△．」、ｊ】－４ＰＰ←｜ロ｜｜』・几・‐・’４かｆＱＬｌｈ｜‐小に‐・ＩⅢ』‐Ｆ‐ｄ垰叺○ケ‐トーＩＣ几叫や』片・軸仁庁がｒＰ”Ｆ」②。Ⅱ》四ｍし且哺仏ら’しげい公トザＴＩＡ蝶ｒＬＢＤＦ・‐ｉ、。。

平
社
中
央
委
員
会
に
於
い
て
決
定
せ
し
由
の
通

知
あ
り
、
発
行
所
の
番
地
（
山
本
平
信
方
）
の

照
會
あ
り
た
り

七
月
十
五
曰
青
年
同
盟
奈
良
縣
聯
合
会
第
一
回
研
究
會
を
三

郷
村
立
野
に
於
い
て
開
催
に
付
、
青
年
同
盟
大

福
支
部
員
丸
岡
庄
一
郎
・
水
野
清
七
の
両
氏
出

席
す

七
月
十
八
曰
七
月
分
維
持
費
徴
収
の
為
め
、
福
田
、
伊
藤
、

佃
、
丸
岡
、
山
本
幸
、
山
本
平
、
集
会
ス

八
月
二
曰
午
后
七
時
よ
り
光
専
寺
に
於
い
て
高
橋
貞
樹
、

駒
井
喜
作
、
木
村
京
太
郎
、
本
田
伊
八
の
四
氏

の
應
援
で
講
演
會
を
開
催
す
、
聴
衆
約
二
百
名
、

盛
会
裡
に
午
后
十
時
半
閉
会
す

八
月
二
十
一
曰
八
月
分
維
持
費
の
集
金
を
な
す

九
月
四
日
縣
水
平
社
主
催
第
二
回
夏
季
講
習
會
を
生
駒
郡

三
郷
村
立
野
で
開
催
す
（
一
一
日
間
）

第
一
曰
（
四
日
）
出
席
者

（
雄
）

山
本
平
信
、
佃
憲
一
郎
、
山
本
幸
夫
、
福

田
庄
太
郎
、
丸
岡
庄
一
、
水
野
清
七
、
山

田
京
作
、
吉
田
庄
次
、
岩
江
甚
四
郎

第
二
曰
（
五
曰
）
出
席
者

山
田
京
作
、
水
野
清
七

ひ
し
事
を
、
□
土
が
同
人
瀬
川
幸
太
郎
氏
に
告

け
し
を
以
て
、
□
土
、
□
井
の
両
名
を
連
れ
て

（
瀬
）

セ
川
氏
は
本
部
に
来
る
、
為
め
に
山
本
平
信
、

福
田
庄
太
郎
の
両
氏
は
両
名
よ
り
種
々
事
件
の

経
過
を
聴
取
し
て
引
き
と
ら
し
め
た
り

事
件
の
経
過

□
土
某
は
酒
興
料
七
、
八
十
円
也
を
□
井
に
貸

金
あ
り
、
そ
の
た
め
に
瀬
川
幸
太
郎
を
代
人
と

し
て
再
三
再
四
貸
金
返
済
方
を
交
渉
せ
し
め
た

（
が
）

ろ
か
容
易
に
返
金
す
る
模
様
な
く
、
そ
の
結
果

自
己
が
販
實
せ
る
夜
具
を
借
金
の
代
償
と
し
て

渡
す
事
に
な
り
、
瀬
川
が
前
記
□
井
方
に
行
き

し
時
、
□
井
は
瀬
川
に
対
し
『
□
土
が
瀬
川
に

米
幾
何
か
し
を
貸
し
て
あ
る
が
故
に
自
分
（
□

土
）
は
瀬
川
を
何
く
ら
使
用
し
て
も
差
支
え
な

い
』
云
々
と
傳
へ
し
為
め
に
、
瀬
川
は
非
常
に

立
腹
し
今
日
迄
福
士
か
ら
米
一
升
も
借
用
せ
し

事
な
し
と
て
す
ぐ
に
□
土
方
に
行
き
□
土
に
強

（
は
）

談
せ
し
所
、
そ
れ
ば
□
井
が
私
の
君
と
の
（
瀬

（
が
）

川
と
福
士
）
間
を
裂
か
ん
か
為
め
に
中
傷
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
、
□
井
が
そ
う
云
ふ
無
実
な
こ

と
を
申
立
て
る
な
れ
ば
私
も
言
っ
て
や
る
、
実
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各
委
員
と
原
氏
と
会
見
方
逢
引
‐
Ⅵ
旬
刻
を
し
て

此
旨
あ
り
た
る
為
め
、
今
晩
會
見
の
労
を
執
る

こ
と
を
約
し
て
辞
去
さ
る

同
夜
八
時
よ
り
本
部
に
於
て
原
氏
と
各
委
員
と

会
見
せ
し
所
、
種
々
意
見
も
あ
り
し
が
、
（
弔
圓

接
同
人
が
聞
い
て
ゐ
る
場
所
で
差
別
的
言
辞
を

発
せ
し
時
は
糺
弾
の
方
法
も
徹
底
的
に
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
△
土
の
方
に
も
幾
分
疑
は

し
い
点
も
な
き
事
は
な
い
為
め
に
、
口
頭
謝
罪

に
し
て
□
士
に
も
交
渉
す
る
こ
と
に
決
定

警
察
署
よ
り
両
人
を
擬
肝
し
て
水
平
社
側
か
ら

も
立
會
の
上
謝
罪
す
る
こ
と
に
な
る

七
月
舟
曰
丸
岡
庄
一
郎
、
膀
清
七
、
山
本
平
信
、
□
井

事
件
解
決
の
為
め
、
一
一
一
輪
箸
に
出
張
、
原
刑
事

並
一
一
（
祀
井
、
□
士
立
會
の
上
口
頭
に
て
謝
罪
を

し
て
ム
事
解
決
を
告
げ
た
り

九
月
十
二
日
午
前
十
時
頃
、
桜
井
町
今
西
旅
館
に
於
い
て
全

町
土
本
請
負
業
□
崎
隆
吉
が
同
町
吉
岡
組
の
吉

川
鴉
雌
Ⅷ
乢
都
霧
仲
灘
Ⅷ
鑿
洲

と
言
ひ
し
を
、
偶
然
同
旅
館
に
居
合
せ
し
同
人

寺
村
庄
ノ
吉
が
之
ノ
事
を
村
内
に
報
告
せ
し
為

右
の
為
め
、
事
実
が
何
づ
れ
に
あ
る
に
せ
よ
、

水
平
社
よ
り
調
査
す
る
こ
と
に
な
り
、
□
井
、

□
士
に
交
渉
せ
ろ
、
其
の
結
果
何
う
し
て
も
眞

實
を
握
る
こ
と
出
来
ず
警
察
署
に
依
頼
し
て
眞

相
を
調
査
し
て
呉
れ
る
様
に
同
曰
視
察
係
原
氏

を
訪
問
す

訪
問
者
委
員
全
部
（
福
田
氏
を
除
外
）

七
月
十
九
日
前
記
沢
井
事
件
の
為
め
に
原
視
察
係
本
部
へ
来

訪
ざ
る
、
□
井
、
□
土
の
両
名
を
種
々
調
べ
し

（
マ
マ
）

所
、
『
□
井
は
酔
っ
て
ゐ
ろ
時
に
或
ひ
は
さ
亭
っ

し
た
失
言
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
』
と
差
別
的

言
辞
を
認
め
し
事
を
報
告
さ
る

七
月
二
○
日
前
日
の
原
刑
事
の
報
告
を
各
委
員
に
報
告
の
為

め
に
委
員
会
を
開
催
し
、
□
井
に
會
見
の
為
め

原
刑
事
宅
を
訪
ひ
す
ぐ
に
□
井
方
に
行
し
所
、

不
在
の
為
め
明
晩
本
部
へ
来
ら
れ
る
様
家
内
に
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（
マ
マ
）

は
『
二
ヶ
月
以
前
に
『
エ
ッ
タ
の
者
を
寄
せ
附

け
る
な
、
客
筋
が
悪
く
な
る
と
』
云
々
と
、
□

井
が
只
今
多
武
峯
朝
野
屋
に
ゐ
ろ
君
ち
ゃ
ん
と

云
ふ
仲
居
と
私
の
前
で
大
言
し
た
、
と
□
川
に

（
が
）

告
げ
し
為
め
問
題
か
起
こ
っ
た
の
で
あ
う
勺

傳
言
し
て
別
ろ

七
月
二
十
一
日
午
后
九
時
頃
、
□
井
卯
市
郎
本
部
へ
来
る
、
種

々
謝
罪
方
法
を
求
め
し
所
、
原
刑
事
に
自
白
せ

し
事
を
翻
し
、
『
私
が
差
別
的
言
辞
を
弄
せ
し

こ
と
に
し
な
い
と
世
間
を
騒
が
す
か
ら
、
私
が

言
っ
た
こ
と
に
し
て
解
決
を
告
げ
て
呉
れ
』
と

懇
願
す
る
為
め
に
、

そ
う
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
見
れ
ば
結
局
君
が
言

っ
て
な
い
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
と
糺
問

し
、
一
時
□
井
を
引
取
ら
し
め
明
日
再
び
原
刑

事
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
る

（
が
）

七
月
一
一
十
二
曰
□
井
卯
市
郎
か
前
記
の
如
く
供
述
を
灘
せ
し
為

（
野
）

め
に
、
山
本
平
信
、
水
の
清
七
、
山
本
幸
雄
の

（
が
）

三
氏
は
警
察
署
に
原
刑
事
を
訪
問
せ
し
か
不
在

の
為
め
私
宅
に
訪
ふ
、
沢
井
と
立
會
い
の
上
種

（
マ
マ
）

々
交
渉
を
進
め
し
が
、
『
昨
夜
私
の
二
一
□
つ
た
事

に
は
多
少
言
葉
の
足
ら
な
い
所
が
あ
っ
て
諸
君

に
誤
解
を
招
い
た
と
の
事
で
原
氏
方
を
辞
す

七
月
二
十
九
曰
午
前
九
時
頃
、
原
刑
事
、
□
井
を
同
道
し
て
来

訪
さ
る
、
原
氏
よ
り
□
頭
謝
罪
で
解
決
を
告
げ

ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
し
が
、
委
員
會
を
招
集

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
し
に
、
原
氏
は

め
、
水
平
社
側
も
す
て
を
け
ず
同
夜
糺
弾
の
為

め
□
崎
方
へ
行
き
し
麺
夕
暮
よ
り
□
崎
は
外

出
せ
し
ま
ふ
歸
宅
せ
ず
と
の
事
故
、
所
に
心
当

り
を
探
り
し
か
町
内
に
港
伏
せ
る
様
子
な
き
為

め
中
谷
巡
査
を
糺
問
せ
し
所
、
警
察
署
に
潜
伏

せ
る
事
実
判
明
せ
し
為
め
に
、
委
員
と
吉
岡
組

の
人
達
と
共
に
三
輪
署
に
宇
太
署
長
を
訪
ふ
、

委
員
は
先
づ
署
長
に
対
し
何
が
為
め
に
□
崎
を

警
察
は
保
護
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
糺
問

せ
し
が
、
署
長
は
決
し
て
保
護
せ
し
に
非
ず
、

□
崎
を
署
に
喚
問
し
て
訓
諭
を
輿
へ
て
ゐ
ろ
と

闇
明
し
て
保
護
の
事
実
を
否
認
す
、
そ
こ
で
委

員
よ
り
署
長
に
対
し
、
然
ら
ば
□
崎
は
差
別
せ

し
こ
と
を
認
容
せ
し
か
と
糺
し
た
る
に
、
そ
の

点
は
□
崎
は
ま
だ
認
め
ず
、
警
察
と
し
て
も
そ

こ
ま
で
調
べ
て
を
ら
ず
と
言
明
せ
し
為
め
、
根

本
問
題
た
る
差
別
の
有
無
を
調
べ
ず
し
て
訓
諭

（
戒
）

を
輿
へ
た
と
は
、
何
を
訓
誠
せ
ら
れ
た
か
と
急

に
署
長
に
攻
め
寄
せ
れ
ば
、
署
長
は
答
へ
に
窮

し
、
火
の
な
き
所
に
煙
が
出
ず
の
諺
の
如
く
想

（
戒
）

像
で
訓
誠
を
し
た
と
一
万
ふ
、
実
に
そ
の
態
度
の

不
鮮
明
な
る
こ
と
笑
止
の
極
み
な
り
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水
平
運
動
の
趣
旨
を
説
き
間
か
し
、
謝
罪
す
べ

き
こ
と
の
当
然
で
あ
る
こ
と
を
話
し
、
謝
罪
の

方
法
に
付
い
て
熟
考
を
求
め
て
一
時
引
上
げ

る
、
早
速
委
員
會
を
開
催
し
、
何
分
本
人
は
普

通
常
識
の
な
き
人
間
で
あ
る
た
め
、
警
察
署
へ

（
戒
）

拘
引
し
て
訓
諭
を
與
へ
て
は
如
何
と
、
居
合
せ

し
中
谷
巡
査
の
意
見
を
入
れ
る

十
二
月
舟
一
曰
午
后
二
時
、
桜
井
警
察
署
に
て
原
高
等
係
、
中

谷
巡
査
並
一
一
水
平
社
側
よ
り
吉
田
、
丸
岡
、
山

本
平
、
水
将
加
四
氏
立
會
の
許
に
□
田
留
蔵
の

差
別
事
件
に
に
対
し
て
原
氏
よ
り
差
別
の
有
無

（
が
）

を
□
田
に
糺
明
せ
し
か
、
本
人
は
差
別
の
事
実

（
承
）

を
証
認
し
、
謝
罪
状
又
ハ
講
演
会
等
に
て
謝
罪

（
が
）

を
求
め
る
の
か
本
意
な
れ
辻
〈
、
特
別
の
情
を
以

て
□
頭
謝
罪
に
て
解
決
を
告
げ
る
か
ら
ｖ
今
後

再
び
か
畠
る
こ
と
な
き
様
懇
々
と
諭
し
解
決
す

昭
和
弐
年
一
月
二
十
七
日

一
月
一
一
七
曰
大
福
村
横
内
□
継
清
蔵
は
、
大
阪
よ
り
の
歸
途
、

王
寺
、
下
田
駅
間
の
列
車
中
で
隣
席
の
婦
人
と

雑
談
中
、
自
分
の
居
所
を
聞
か
れ
た
為
め
に
、

自
分
の
居
所
は
『
香
久
山
駅
の
附
近
の
新
平
の

署
長
は
結
局
、
委
員
を
室
外
に
去
ら
し
め
□
崎

に
対
し
失
言
の
事
実
を
調
べ
る
し
こ
と
に
し
た

為
：
（
用
）
．
…
．

其
の
結
果
『
□
崎
は
不
要
意
に
失
一
一
一
戸
せ
し
と
と

を
言
明
せ
し
こ
と
を
認
め
し
た
め
』
□
崎
を
同

鎮
乢
て
桜
井
町
の
同
人
の
宅
迄
引
揚
げ
糺
弾
せ

し
か
、
不
日
桜
井
町
に
於
い
て
謝
罪
講
演
會
を

（
無
）

□
崎
が
主
催
の
許
に
開
く
こ
と
に
な
り
ム
事
解

決
す

九
月
十
三
日
□
崎
事
件
は
講
演
會
開
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

（
が
）
（
太
）
．

』
解
決
せ
し
か
、
宇
多
署
長
は
山
本
平
信
方
に
来

り
、
社
會
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
な
る
為
め
と
云

ふ
理
由
の
許
に
同
講
演
會
中
止
方
を
懇
請
さ
れ

た
が
、
事
と
凸
に
至
っ
て
は
如
何
と
も
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
為
め
中
止
は
断
然
お
断
り
す
る

（
ぜ
）

と
一
言
明
し
て
懇
請
に
應
せ
ず

宮一

九
月
十
四
日
宇
太
署
長
再
び
本
部
に
山
本
氏
を
訪
ひ
、
中
止

の
事
に
付
い
て
再
考
さ
れ
た
い
と
懇
談
ざ
れ
し

た
め
、
執
行
委
員
會
を
開
き
（
午
后
七
時
よ
り
）

協
議
の
結
果
拒
絶
す
る
こ
と
に
な
る

九
月
二
十
一
一
日
午
后
七
時
よ
り
桜
井
町
繁
栄
座
に
於
い
て
□
崎

事
件
の
謝
罪
講
演
會
を
開
催
、
聴
衆
約
壱
千
名
、

盛
大
樫
に
午
后
十
時
半
終
了

了
已
？
■
リ
ー
ー
ロ
｜
ろ
。
Ｐ
Ｌ
Ｑ
川
帖
が
●
一
凸
Ｆ
１
伝
Ｉ
－
ｐ
」
Ｐ
Ｏ
Ｐ
』
０
一
一
Ｆ
●
口
■

昭
和
元
年

十
二
月
廿
八
曰
香
久
山
村
吉
備
□
田
留
蔵
（
五
十
七
）
は
、
本

日
香
久
山
駅
発
前
七
時
二
十
二
分
発
の
列
車
に

て
大
阪
へ
行
く
途
中
、
同
じ
列
車
に
乗
合
し
た

る
同
人
村
井
富
三
郎
並
一
一
吉
田
庄
次
の
二
氏
と

同
席
し
両
氏
等
と
種
々
世
間
話
を
し
て
ゐ
ろ
時

（
マ
マ
）

に
、
『
君
達
の
村
は
不
潔
だ
と
か
教
育
が
な
い

と
か
、
商
寶
が
悪
い
と
か
、
新
平
民
の
村
を
通

れ
ば
、
何
虚
へ
行
っ
て
も
よ
く
分
か
る
と
大
言

な
し
た
る
た
め
、
委
員
た
る
吉
田
庄
次
氏
は
黙

す
る
能
は
ず
そ
の
失
言
を
糺
し
た
る
が
、
列
車

中
の
こ
と
で
も
あ
り
、
本
人
の
宅
へ
行
っ
て
交

渉
す
る
旨
を
告
け
、
同
日
帰
村
后
本
部
へ
報
告

あ
り
た
り

十
二
月
附
曰
午
后
七
時
、
前
記
□
田
事
件
に
付
い
て
の
委
員

會
を
開
く
、
糺
弾
す
る
こ
と
に
一
決
せ
し
為
め
、

福
田
委
員
を
除
く
外
全
部
の
委
員
が
竹
田
方
へ

（
マ
マ
）

糺
弾
為
め
行
く

東
の
方
だ
』
と
放
言
せ
し
為
め
、
偶
々
乗
合
せ

し
上
牧
水
平
社
の
同
人
に
糺
弾
さ
れ
を
ろ
所

を
、
大
福
水
平
社
同
人
藤
田
清
治
が
之
れ
を
認

め
、
連
れ
帰
り
て
自
分
の
方
よ
り
糺
弾
す
る
か

ら
と
本
人
を
本
部
に
連
れ
来
り
た
り

壱
月
二
十
八
日
事
件
の
報
告
を
受
け
た
る
委
員
は
午
后
六
時
半

よ
り
委
員
会
を
開
き
、
□
継
方
へ
糺
弾
の
為
め

出
張
凡
謝
罪
状
を
（
謝
罪
に
代
っ
て
印
刷
物
）

（
マ
マ
）

を
提
供
せ
し
め
て
解
決
す

三
月
一
一
一
十
曰
従
来
主
と
し
て
大
福
水
平
社
の
事
務
を
取
り
つ

ｈ
あ
り
し
山
本
平
信
氏
は
、
此
度
家
庭
の
都
合

に
て
と
－
て
い
事
務
を
取
る
能
は
ず
、
よ
っ
て

委
員
協
議
の
上
事
務
所
を
山
本
幸
雄
氏
宅
に
置

き
、
氏
に
大
福
水
平
社
一
切
の
事
務
を
取
ら
し

む
事
と
な
り
し
、
本
曰
そ
の
引
継
を
な
す

四
月
二
十
曰
事
務
所
に
於
い
て
定
期
委
員
會
開
催

決
議
事
項

「
維
持
費
徴
収
の
件

一
、
部
門
選
定
の
件

１
、
會
計
係
主
任
兼
任

１
、
連
絡
部
水
野
清
七

１
、
出
版
部
山
本
平
信

当
曰
の
講
演
者

米
田
富
氏
、
阪
本
清
一
郎
氏

西
光
萬
吉
氏
の
三
氏
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放
言
せ
し
を
、
居
合
中
の
同
人
佃
秀
一
、
増
田

君
の
知
る
所
と
な
り
、
之
れ
を
本
部
に
報
告
せ

り事
件
の
報
塗
ロ
を
受
け
た
る
委
員
は
、
早
速
く
委

員
會
を
開
催
、
種
々
糺
弾
方
法
に
つ
き
協
議
せ

り

廿
四
曰
后
一
時
、
前
記
□
田
事
件
に
関
し
委
員
會
決
定

通
り
櫻
井
警
察
署
に
て
原
高
等
係
立
會
、
□
田

某
を
糺
弾
、
る
る
謝
罪
と
同
時
に
今
後
を
ち
か

（
わ
）

は
し
め
て
解
決
せ
り

十
一
月
五
日
本
日
后
七
時
、
事
務
所
に
て
灘
際
委
員
會
を
開

催
、
左
の
如
き
事
項
を
協
議
せ
り

一
、
来
る
十
二
日
全
国
一
斉
に
行
は
る
『
差
別

撤
廃
デ
ー
』
に
関
す
る
件

十
一
月
十
一
日
差
別
撤
廃
デ
ー
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
数
十
枚
の

作
成
、
要
所
ノ
ー
に
貼
布
せ
り

十
九
日
廣
島
市
に
於
て
開
催
さ
る
第
六
回
全
国
水
平
社

大
會
に
関
し
て
召
集
状
受
信
せ
り

日
時
十
一
一
月
三
、
四
曰
の
両
日

尚
二
十
四
曰
、
縣
本
部
に
於
て
大
會
打
合
せ
の

為
拡
大
委
員
會
開
催
の
筈

二
十
四
日
拡
大
委
員
會
報
告
書
受
信

１
、
財
政
部
１
、
丸
岡
２
、
山
本
平

３
、
水
野
４
、
佃

５
、
吉
田

縣
本
部
よ
り
維
持
費
金
四
円
五
十
銭
也
（
自
一

月
至
三
月
参
ヶ
月
分
）
請
求
書
来
る

六
月
四
日
維
持
費
徴
収
の
為
、
吉
田
、
丸
岡
、
佃
、
水

野
、
山
本
幸
集
合
す

七
月
九
曰
櫻
井
町
料
理
業
神
田
屋
に
て
三
輪
町
池
田
某
な

る
者
喰
酒
中
、
戒
重
ト
仁
王
堂
ト
の
間
に
あ
る

料
理
屋
の
客
筋
は
大
福
村
の
コ
レ
ダ
と
指
四
本

（
折
）

出
し
差
別
的
表
一
水
せ
し
を
、
打
柄
居
合
中
の
同

人
川
口
徳
三
郎
君
の
知
る
所
と
な
り
、
直
に
糺

弾
の
結
果
、
左
記
の
謝
罪
状
を
ト
レ
リ

ア
ャ
マ
リ
ジ
ョ
（
原
文
の
マ
マ
）

コ
ン
バ
ン
、
ワ
タ
シ
ハ
、
大
福
村
ヲ
ユ
ビ
四
本

（
ワ
）

ト
ー
玄
ヒ
マ
シ
タ
ノ
ハ
、
ハ
ル
ク
ア
リ
マ
シ
タ
カ

ラ
、
コ
ン
ゴ
カ
ナ
ラ
ズ
云
ヒ
マ
セ
ン
カ
ラ
、
ナ

ー
ー
ト
ド
、
オ
ュ
ル
シ
下
サ
レ

ニ
年
七
月
八
日

三
輪
町

□
田
浅
吉
（
川
Ｕ

大
福
村

一
、
第
六
回
全
国
大
會
参
加
人
員

（
飛
）

柏
原
、
上
牧
、
上
騨
、
大
島
、
山
内
、

大
福
各
水
平
社
ヨ
リ
八
名

二
、
縣
水
平
社
ヨ
リ
提
出
す
る
議
案

１
、
財
政
確
立
に
関
す
る
件
、
維
持
員

制
度
並
ニ
ヶ
ン
キ
ン
袋
制
度
の
確

立

２
、
北
原
泰
作
氏
家
族
慰
問

一
一
一
、
大
会
参
加
出
発
十
二
月
一
日

大
阪
市
に
集
合

（
臨
）

十
一
月
廿
七
曰
事
務
所
に
於
て
監
時
委
員
會
開
催

協
議
事
項

一
、
大
會
参
加
に
関
す
る
件

一
、
直
訴
人
北
原
泰
作
氏
慰
問
の
為
慰
問
状
発

送
（
墓
）

一
、
北
原
氏
家
族
慰
問
金
募
集
に
関
す
る
件

一
、
大
會
宣
傳
に
関
す
る
件

廿
八
日
委
員
集
合
大
會
宣
傅
の
為
、
ポ
ス
タ
１
百
枚
村

内
隅
々
に
貼
布
せ
り

十
二
月
一
曰
北
原
氏
家
族
慰
問
魯
溌
集
の
為
集
合
す

吉
村
儀
三
郎
、
池
崎
眞
市
、
中
村
一
至
口
、
山
田

米
五
郎
、
村
井
幸
太
郎
五
氏
手
傳
っ
て
呉
れ
、

川
口
徳
三
郎
殿

七
月
二
十
曰
後
刻
こ
れ
を
聞
き
た
る
委
員
は
、
た
だ
ち
に
川

口
氏
宅
を
訪
れ
眞
相
を
聴
取
す
る
と
同
時
に
、

三
輪
町
に
出
張
、
池
田
某
を
糺
弾
、
今
後
を
い

ま
し
め
た
り

八
月
十
五
曰
三
重
縣
津
刑
務
所
に
於
け
る
差
別
問
題
に
つ

き
、
本
日
そ
の
眞
相
第
一
報
を
浴
場
に
ケ
イ

示
す

（
拡
）

来
る
十
七
日
一
局
田
町
に
て
、
縣
水
平
社
広
大
委

員
會
開
催
の
通
知
あ
り

（
拡
）

八
月
十
七
日
高
田
町
梅
ノ
屋
に
て
縣
水
平
社
広
大
委
員
会
曰
開

催
に
つ
き
、
吉
田
、
丸
岡
、
佃
、
水
野
、
山
本

幸
五
君
出
席
、
協
議
事
項
左
の
如
し

―
、
名
水
平
社
の
情
勢
報
告

一
、
縣
水
平
社
の
運
動
方
針

一
、
信
州
、
三
重
事
件
の
対
策

三
五
條
町
差
別
問
題
に
関
す
る
対
策

（
準
）

一
、
義
損
金
基
隼
に
就
い
て

一
、
縣
會
議
員
選
挙
に
関
す
る
件

一
、
他
無
産
團
体
に
関
す
る
件

十
月
廿
二
曰
櫻
井
町
□
田
勝
康
は
、
一
一
一
輪
町
川
辻
方
に
て
雑

談
中
（
エ
タ
の
コ
ン
ペ
ン
ト
）
云
々
の
言
欝
を
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一一組に別れて牽蝉馬す
（
莚
）

十
二
月
十
九
日
一
局
田
町
労
農
薫
支
部
に
於
て
広
大
委
員
會
開
催

に
付
、
山
本
平
、
水
野
君
参
會
、
協
議
事
項
左

の
如
し

－
、
全
国
大
會
報
告
演
説
會
の
件

（
国
）
・

一
？
全
口
水
平
社
中
央
委
員
選
定
の
件

一
、
縣
大
會
に
関
す
る
件

一
、
市
町
村
に
対
し
水
平
運
動
基
金
の
支
出
申

請
の
件
乃

一
、
維
持
費
徴
収
に
関
す
る
件

一
、
北
原
氏
家
族
慰
問
金
に
関
す
る
件

」
月
廿
二
曰
初
瀬
町
に
於
け
る
差
別
事
件
眞
相
調
査
の
為
出

張事
件
は
新
正
一
曰
の
事
に
し
て
、
初
獺
町
料
理

業
近
江
屋
の
客
桜
井
某
す
ぢ
向
ひ
の
同
業
者
と

み
や
（
馳
向
西
人
水
平
社
同
人
）
に
行
け
る
を
仲

一
九
弐
九
年
四
月
一
一
七
日

四
月
二
十
四
曰
朝
十
時
頃
、
出
商
寶
に
出
か
け

た
水
野
勝
二
郎
、
仁
王
堂
自
韓
車
商
大
谷
方
に

て
商
用
に
て
依
り
し
、
其
時
出
合
し
て
ゐ
る
仁

王
堂
床
屋
□
田
由
太
郎
が
魚
取
の
話
を
出
し
か

け
、
エ
タ
川
と
の
云
々
の
事
件
を
起
Ｕ
だ
が
、

其
の
儘
勝
二
郎
が
桜
井
方
面
へ
行
っ
て
帰
り
が

け
エ
タ
の
言
葉
を
発
し
た
時
、
傍
ら
に
ゐ
た
大

谷
の
自
轄
車
屋
に
聞
い
た
所
ろ
、
床
屋
が
ゐ
た

（
マ
マ
）

け
れ
ど
も
ゆ
し
て
や
っ
て
く
れ
と
一
云
っ
た
の
を（
次
）

・
古
：
Ｌ
：
聞
い
た
、
水
野
勝
二
郎
は
其
儘
村
に
歸
へ
り
し

ぶ
■
ｑ
』
●
●
。
ｍ
■
０
や

九
月
下
旬

戒
童
、
福
士
料
理
店
に
於
て
菓
家
の
道
具
市
あ

り
、
其
時
山
之
坊
□
々
木
八
十
松
酒
に
よ
い
、

瀬
川
幸
太
郎
に
穣
多
と
言
辞
を
発
し
、
九
時
頃

山
之
坊
の
自
宅
に
歸
え
る
途
中
、
奈
良
縣
本
部

山
本
平
信
方
へ
連
れ
込
み
事
件
の
員
繍
豚
知
り

其
時
来
合
せ
た
大
福
駐
在
所
巡
査
安
井
君
の
手

に
渡
し
、
其
翌
日
正
氣
付
い
た
□
々
木
八
十
松

，
，
（
マ
マ
）
．
．

に
色
々
と
穣
多
の
歴
史
を
を
間
か
せ
謝
罪
文
ビ

ラ
一
千
枚
に
て
圓
満
に
解
決
す
！
：
年

居
某
が
害
心
に
行
き
た
り
、
其
の
際
コ
ン
ナ
所

で
云
々
の
言
辞
を
為
し
為
め
に
問
題
と
な
れ
る

を
同
町
三
浦
某
な
る
者
仲
裁
に
入
り
、
而
し
て

差
別
的
言
欝
を
□
し
せ
り

差
別
者
□
浦
能
吉
は
で
い
酔
中
に
て
、
其
の
性

平
常
温
ジ
ュ
ン
猫
の
如
く
な
る
が
酔
か
と
悪
く

第
、
水
野
清
一
に
事
情
を
話
し
、
□
田
某
は
エ

タ
と
云
っ
た
事
を
心
か
ら
云
ひ
ま
し
た
と
自
白

し
た
の
で
、
大
福
水
平
社
よ
り
色
々
な
る
傳
統

（
マ
マ
）

的
に
と
ら
は
れ
た
非
差
別
者
に
対
し
一
一
一
臼
ひ
間
か

せ
謝
罪
状
に
て
解
決
す

―
九
二
九
、
五
月
十
五
曰

（
力
）

（
が
）
（
マ
マ
）

一
昨
年
来
、
立
士
〈
事
件
依
り
我
か
大
福
水
平
不

統
一
の
為
委
員
会
開
催

毎
月
三
曰
を
我
等
の
記
念
日
と
定
め
、
定
期
集

合
と
す

（
マ
マ
）
．
・

一
九
一
一
八
年
七
月
山
本
幸
雄
君
よ
り
、
何
等
事
故
な
く
し
て
大
福

（
継
）

》
月
水
平
社
主
任
を
引
断
す

一
九
弐
九
年
六
月

昭
和
三
年
八
月
弐
拾
九
日

水
平
社
委
員
會
出
席
村
井
、
水
野
、
山
本
平

～
山
本
幸
、
吉
田
、
丸
岡

山
田
、
伊
藤

一
、
維
持
費
徴
収
二
関
ス
ル
件

イ
、
青
年
團
二
徴
収
依
頼
ス
ル
事

ロ
、
青
年
團
二
對
し
テ
交
渉
委
員

山
本
平
信
、
水
野
清
七

山
田
京
作

昭
和
三
年
九
月
我
が
大
福
水
平
社
に
消
費
組
合
設
置
す

（
わ
）

て
町
内
に
嫌
は
れ
居
る
男
な
、
リ

近
江
屋
の
仲
居
は
翌
日
為
め
に
暇
を
出
さ
れ
、

□
浦
は
糺
弾
さ
れ
て
解
決
せ
り
と
の
事
な
り

事
情
を
問
知
せ
る
委
員
は
□
浦
を
糺
弾
、
近
江

屋
に
種
々
今
後
を
い
ま
し
め
て
帰
村
せ
り

（
瞳
）

一
月
廿
八
［
口
監
時
委
員
會
開
催
や
左
記
の
議
案
を
協
議
せ
り

總
選
挙
に
西
光
万
吉
氏
出
馬
の
噂
あ
り
、
此
際

兼
ね
て
の
懸
案
な
り
し
大
福
水
平
社
の
基
金
確

立
の
為
、
や
が
て
有
り
得
る
で
あ
ろ
う
選
挙
最

中
の
部
落
民
熱
狂
中
を
利
用
し
、
特
別
維
持
費

を
募
集
す
る
事
に
な
す


